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・協会けんぽ保険料率の改定

・雇用保険料率の改定

・2023年度からの障害者雇用率、段階的に引上

・産休・育休中に必要な手続

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

協会けんぽ保険料率の改定

作成日：2023.02.15

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

産休・育休中に必要な手続

■2023年度からの障害者雇用率は、 2.7 ％とする。

加入している保険により異なりますが、事業所
で対応が必要な手続きは、健康保険・厚生年
金・雇用保険でそれぞれで以下になります。

【産休・育休中の手続】

・産休中の保険料免除（健康保険・厚生年金）

・育休中の保険料免除（健康保険・厚生年金）

・出産手当金（健康保険）

・育児休業給付金（雇用保険）

※出産育児一時金（42万円、4月から50万円）

については直接支払制度利用の場合

医療機関窓口で費用の差額を支払え

ばよく、事業所としての対応は不要

育児・介護休業法上の育児休業は、
子の養育を行うために、休業期間中の
労務提供義務を消滅させる制度であり、
休業期間中に就労することは想定され
ていません。しかし、労使の話し合いに
より、子の養育をする必要がない期間
に限り、一時的・臨時的にその事業主
の下で就労することはできます。その場
合、就労が月10日（10日を超える場合
は80時間）以下であれば、育児休業給
付金が支給されます。

一方で、恒常的・定期的に就労させ

る場合は、育児休業をしていること

にはなりませんのでご注意ください。

慣らし保育期間については、地域におけ
る保育の実情を踏まえた上で、「慣らし保
育」として適当と考えられる1～2週間程度
の期間内において、育児休業期間中に保
育所へ入所させることが可能です。

また、各自治体により「入所後〇〇日以
内に復職すること」などの制限があり、復職
証明書等を提出する必要があるので、それ
までには必ず復帰するよう、復帰日を設定
しましょう。

復帰日当日に子供の体調不良など

で出勤できないことなどもあるでしょう。

その場合は欠勤や年次有給休暇取得

等でも復帰日として認められます。５

保育所入所後2週間は「慣らし保育」
で預けられる時間が短く、出勤できない
と言われました。

その間は育休中とするのか、それとも
復帰になるのか、どちらでしょうか。

従業員より、産休の申出がありま
したが、どのような手続きが必要で
しょうか。

人員的に厳しいので、子育てが落
ち着いたら、育休中でも働いてもらう
ことは可能でしょうか。

１ ３２

６４

2023年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分（4月納付分）より、以下の通り変更となります。

雇用保険料率の改定
2023年4月1日から2024年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

健康保険料率（協会けんぽ） 介護保険料率

大阪府 10.29% ↑ 兵庫県 10.17% ↑ 京都府 10.09% ↑ 奈良県 10.14% ↑

全国一律 1.82% ↑

北海道 10.29% ↓ 宮城県 10.05% ↓ 東京都 10.00% ↑ 福岡県 10.36% ↑

事業の種類 労働者負担率① 事業主負担率② 雇用保険料率①＋②

一般の事業 6／1,000 ↑ 9.5／1,000 ↑ 15.5／1,000 ↑

2023年度からの障害者雇用率、段階的に引上げ
2023年1月18日に行われた労働政策審議会障害者雇用分科会において、2023年度以降の障害者雇用率（案）が示さ

れました。内容は以下になります。

■ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、以下のように段階的に引き上げることとする。

2023年度は2.3 ％で据え置き、2024年度から 2.5% 、2026年度から 2.7%


